
JP 2009-213631 A 2009.9.24

10

(57)【要約】
【課題】腸などの凹凸のある狭い管状部位を内視鏡で検
査する場合であっても、内視鏡で検査対象の凹凸部の奥
側の面も簡単に観察することができ、さらに、狭い管状
部位への視鏡の挿入部の挿抜時に検査対象を傷つけるこ
とを防止できる内視鏡用先端フードおよびそれを備える
内視鏡ユニットを提供する。
【解決手段】内視鏡の挿入部の、検査対象を撮像する観
察窓が配置された先端に装着する内視鏡用先端フードで
あって、略円筒形状の透明なキャップ部と、前記キャッ
プ部に形成され、このキャップ部を前記挿入部の先端に
固定する固定部と、前記キャップ部の先端に開閉可能に
取り付けられた、光の透過状態が変化する蓋体とを有す
ることにより、上記課題を解決する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の挿入部の、検査対象を撮像する観察窓が配置された先端に装着する内視鏡用先
端フードであって、
　略円筒形状の透明なキャップ部と、
　前記キャップ部に形成され、このキャップ部を前記挿入部の先端に固定する固定部と、
　前記キャップ部の先端に開閉可能に取り付けられた、光の透過状態が変化する蓋体とを
有することを特徴とする内視鏡用先端フード。
【請求項２】
　前記蓋体は、光の透過状態を変化させて透明状態と鏡面反射状態とを選択可能な調光ミ
ラーである請求項１に記載の内視鏡用先端フード。
【請求項３】
　前記蓋体は、印加される電圧によって光の透過状態を変化させて透明状態と反射状態と
を切替え可能である請求項１または２に記載の内視鏡用先端フード。
【請求項４】
　前記蓋体は、前記キャップ部の先端を閉止しているときに透明状態となり、前記キャッ
プ部の先端を開放しているときに反射状態となる請求項１～３のいずれかに記載の内視鏡
用先端フード。
【請求項５】
　前記蓋体は、反射状態のとき、検査対象からの反射光が、少なくとも前記キャップ部の
軸方向と直交する前記内視鏡の前記観察窓軸線より後方に向かう角度まで開閉可能である
請求項２～４のいずれかに記載の内視鏡用先端フード。
【請求項６】
　前記蓋体の表面および／または前記キャップ部の外面側および内面側の少なくとも一部
の表面には、親水性の塗装または親水性のコーティングが施されている請求項１～５のい
ずれかに記載の内視鏡用先端フード。
【請求項７】
　さらに、前記蓋体を前記キャップ部に対して開閉可能に連結する連結部と、
　前記蓋体を所定の位置まで開閉し、前記所定の位置に保持する蓋体開閉手段とを有する
請求項１～５のいずれかに記載の内視鏡用先端フード。
【請求項８】
　前記連結部は、前記キャップ部の先端に形成されたヒンジ部であり、
　前記蓋体開閉手段は、
　前記内視鏡の操作部による蓋体開閉動作を前記蓋体まで伝達する蓋体開閉動作伝達手段
と、
　前記キャップ部の外周からその軸方向に前記キャップ部と一体的に形成された蓋体開閉
動作伝達手段用チャンネルをその内部に備え、装着された前記内視鏡の前記挿入部の外周
にその軸方向に取り付けられる開閉動作伝達手段用カバーとを有する請求項７に記載の内
視鏡用先端フード。
【請求項９】
　前記蓋体開閉動作伝達手段は、前記開閉動作伝達手段用カバーの前記蓋体開閉動作伝達
手段用チャンネル内に移動可能に挿通され、その先端が前記蓋体に取り付けられ、その他
端が前記内視鏡の操作部に接続される可撓性の条体からなり、
　前記内視鏡の操作部による前記可撓性の条体の押し引き操作により、前記蓋体が開閉さ
れる請求項８に記載の内視鏡用先端フード。
【請求項１０】
　前記蓋体開閉手段は、さらに、前記キャップ部と前記蓋体との間に設けられ、前記蓋体
を前記キャップ部に対して開方向または閉方向のいずれかに付勢する付勢手段を備え、前
記蓋体を前記付勢手段の付勢力に抗して開閉する請求項７～９のいずれかに記載の内視鏡
用先端フード。
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【請求項１１】
　さらに、前記キャップ部の略円筒形状の先端縁部に設けられ、この先端縁部から可視光
を照射し、前記検査対象を照明する光照射部を備える請求項１～１０のいずれかに記載の
内視鏡用先端フード。
【請求項１２】
　前記光照射部は、
　前記キャップ部の略円筒形状の先端縁部に配置された発光素子と、
　前記キャップ部の外周からその軸方向に前記キャップ部と一体的に形成された通電用チ
ャンネルをその内部に備え、装着された前記内視鏡の前記挿入部の外周にその軸方向に取
り付けられる通電用配線カバーと、
　この通電用配線カバー内の前記通電用チャンネル内に挿通され、その先端が前記発光素
子に接続され、その他端が前記内視鏡の操作部を経由して外部電源に接続される配電線と
を有し、
　前記内視鏡の操作部による操作により、前記発光素子が点灯または消灯される請求項１
１に記載の内視鏡用先端フード。
【請求項１３】
　前記発光素子は、発光ダイオードである請求項１２に記載の内視鏡用先端フード。
【請求項１４】
　その先端に体腔内の検査対象を撮像する観察窓が配置され、前記体腔内に挿入される挿
入部と、前記挿入部を操作する操作部とを備える内視鏡と、
　前記挿入部の先端に装着された請求項１～１３のいずれかに記載の内視鏡用端フードと
を備えることを特徴とする内視鏡ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の挿入部の先端に装着される内視鏡用先端フードおよびそれを備える
内視鏡ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　生体の内部、例えば体腔などの病変部位や、機械や構造物や埋設管等の内部、例えば故
障部位や劣化部位等の異常部位を検査し、または観察するために、これらの内部の画像を
取得する装置としては、その先端に撮影部を有する挿入部を生体の内部や機械の内部に挿
入し、撮影部で生体の内部や機械の内部を撮影し、これらの内部の映像や画像を取得し、
表示装置に表示する内視鏡がある。このような内視鏡は、撮影された映像や画像を表示装
置に表示し、表示された画像等を観察することにより、生体の内部等の病変部位や機械等
の内部の異常部位の検査を行う検査法が用いられている。
【０００３】
　この内視鏡は、例えば食道や、腸などの体腔の狭い管状部位に挿入部を挿入して検査対
象の画像を取得するため、食道や腸などのように管状部位が凹凸のひだを有する凹凸形状
をしている場合には、ひだによる凹凸の内部に撮影できない部位、すなわち撮像部から視
認できない死角が生じて、撮像部と対向する側の凹凸の面（凹凸の入側の面、凸側の上面
）は撮像することができ、したがって、撮像部から視認できるが、それよりも撮影部から
遠い側の凹凸の面（凹凸の奥側の面、凹部の内部の面やひだの内部で陰になっている面）
は撮影することができず、撮像部から視認できない。
　ここで、胃等のように空間に余裕がある部位では、空間内に挿入した内視鏡の挿入部を
湾曲させることができるので、挿入部を湾曲させて凹凸の奥側（凹部の内部）の面を撮像
できるが、食道や腸などのような狭い管状部位では、挿入部を湾曲させて撮像することが
できない。
【０００４】
　このような狭い管状部位で凹凸の奥側（凹部の内部）の面を撮像する装置としては、例
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えば、特許文献１に記載の装置がある。
　特許文献１には、内視鏡の挿入部の先端部から反射鏡を突出させて、この反射鏡によっ
て観察像（検査の対象となる像）を観察窓（撮像部）に向けて反射させるように、先端部
に反射鏡を設けた内視鏡用観察補助具を備える内視鏡が開示されている。
　この内視鏡用観察補助具は、可撓性の挿入部の端部に取り付けられた４５°に屈曲した
板ばねに固定された反射鏡を鉗子チャンネルに挿通させて、反射鏡を鉗子口の先端部から
突出させることによって、凹部の内側も観察しようとするものである。そして、同文献に
は、反射鏡の取り付け部として、形状記憶合金、ヒンジと電磁石、リンク機構などの変形
例が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、体腔などの狭い管状部位に挿入して、病変部位などの検査対象
を撮影し、観察し、検査する内視鏡ではなく、口腔内の画像を撮影し、検査する歯科用内
視鏡であるが、先端部に撮像手段を内蔵した先端パイプを有し、その外側に着脱可能に装
着されるキャップの先端にミラーを配置した内視鏡装置が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２７１０６８号公報
【特許文献２】特許第３４０６０９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、特許文献１に記載の内視鏡用観察補助具を用いることで、検査対象となる狭
い管状部位のひだなどの凹凸形状における凹部の内側も撮影することができるが、反射鏡
を鉗子口から小径の鉗子チャンネルに挿通させるため、反射鏡の鏡面を鉗子チャンネルの
径より大きくすることができないという問題がある。このため、反射鏡の鏡面の大きさは
必然的に小さくならざるを得ず、充分な視野を確保することができず、狭い範囲を部分的
にしか観察できないという問題がある。また、充分な視野が確保できないために、検査の
対象となる病変部位などの部位を探すなど、観察や検査に時間がかかってしまうという問
題がある。
【０００８】
　また、この観察補助具では、鉗子口および鉗子チャンネルを使用するため、鉗子チャン
ネルが１つの内視鏡では、検査対象の観察をしつつ、処置具による処置をすることができ
ないという問題がある。さらに、この観察補助具では、鉗子チャンネルが複数ある内視鏡
でも、観察補助具の反射鏡が鉗子チャンネルから曲がって突出しているため、他の処置具
との干渉が生じやすく、他の処置具の使用に制限が生じるという問題がある。
【０００９】
　さらに、特許文献２の内視鏡装置のように、その先端部に撮像手段を内蔵した先端パイ
プに着脱可能に装着されるキャップの先端に反射鏡を配置することも考えられるが、検査
対象が狭い管状部位の場合には、先端に反射鏡が配置されているため、内視鏡を生体の内
部に挿入する時に、挿入部から突出している反射鏡が検査対象である狭い管状部位を傷つ
けてしまう危険性がある。そして、充分な視野を確保するために反射鏡の鏡面の面積を大
きくすると、さらに検査対象である狭い管状部位を傷つける可能性が高くなるとともに、
進行方向の前方が反射鏡で隠されてしまうため、内視鏡を挿入する時に前方の状態が確認
し難くなり、挿入操作が困難になる。
【００１０】
　本発明の目的は、上記従来技術に基づく問題点を解消し、内視鏡の挿入部の先端に装着
することで、腸などの凹凸のある狭い管状部位を内視鏡で検査する場合であっても、内視
鏡で検査対象の凹凸部の奥側の面も簡単に観察することが可能となり、さらに、狭い管状
部位への視鏡の挿入部の挿抜時に検査対象を傷つけることを防止できる内視鏡用先端フー
ドおよびそれを備える内視鏡ユニットを提供することにある。
【００１１】
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　本発明の他の目的は、上記目的に加え、内視鏡の挿入部の先端に透明状態と鏡面状態と
を切替え可能な蓋体を装着し、この蓋体を鏡面状態に切替えて任意の開閉位置に開閉する
ことによって、充分な大きさの視野を有する任意の角度に調整可能な反射鏡として、内視
鏡による検査対象となる狭い管状部位の凹凸形状の内側の面も容易に観察することが可能
となり、さらに、内視鏡の挿入部を挿入する時には蓋体を閉じることによって検査対象を
傷つけることが防止できる内視鏡用先端フードおよびそれを備える内視鏡ユニットを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決し、上記目的および他の目的を達成するために、本発明者は、生体に用
いる内視鏡において、大腸のひだを抑え、大腸のひだに隠れている部分にある病変を見つ
けやすくするため、かつ/または、鉗子口から突出させる処置具を案内するために、内視
鏡の挿入部の先端部に装着する略円筒形状の内視鏡用先端フードについて鋭意検討し、研
究を重ねた結果、内視鏡用先端フードの先端に開閉可能な蓋体を取り付け、蓋体の光の透
過状態を変化させることにより、検査対象を傷つけることなく、内視鏡の挿入部を挿抜で
き、腸などの狭い管状部位の凹凸部の奥側の面も容易かつ確実に観察することができるこ
とを知見し、本発明に至ったものである。
【００１３】
　すなわち、本発明の第１の態様は、内視鏡の挿入部の、検査対象を撮像する観察窓が配
置された先端に装着する内視鏡用先端フードであって、略円筒形状の透明なキャップ部と
、前記キャップ部に形成され、このキャップ部を前記挿入部の先端に固定する固定部と、
前記キャップ部の先端に開閉可能に取り付けられた、光の透過状態が変化する蓋体とを有
することを特徴とする内視鏡用先端フードを提供するものである。
【００１４】
　ここで、前記蓋体は、光の透過状態を変化させて透明状態と鏡面反射状態とを選択可能
な調光ミラーであるのが好ましく、また、印加される電圧によって光の透過状態を変化さ
せて透明状態と反射状態とを切替え可能であるのが好ましく、さらに、前記キャップ部の
先端を閉止しているときに透明状態となり、前記キャップ部の先端を開放しているときに
反射状態となるのが好ましい。
　また、前記蓋体は、反射状態のとき、検査対象からの反射光が、少なくとも前記キャッ
プ部の軸方向と直交する前記内視鏡の前記観察窓軸線より後方に向かう角度まで開閉可能
であるのが好ましい。
　また、前記蓋体の表面および／または前記キャップ部の外面側および内面側の少なくと
も一部の表面には、親水性の塗装または親水性のコーティングが施されているのが好まし
い。
　また、前記固定部は、前記キャップ部の内周面に形成された環状の凸部または突起であ
るのが好ましい。
【００１５】
　また、上記第１の態様の内視鏡用先端フードは、さらに、前記蓋体を前記キャップ部に
対して開閉可能に連結する連結部と、前記蓋体を所定の位置まで開閉し、前記所定の位置
に保持する蓋体開閉手段とを有するのが好ましい。
　また、前記連結部は、前記キャップ部の先端に形成されたヒンジ部であり、前記蓋体開
閉手段は、前記内視鏡の操作部による蓋体開閉動作を前記蓋体まで伝達する蓋体開閉動作
伝達手段と、前記キャップ部の外周からその軸方向に前記キャップ部と一体的に形成され
た蓋体開閉動作伝達手段用チャンネルをその内部に備え、装着された前記内視鏡の前記挿
入部の外周にその軸方向に取り付けられる開閉動作伝達手段用カバーとを有するのが好ま
しい。
　また、前記蓋体開閉動作伝達手段は、前記開閉動作伝達手段用カバーの前記蓋体開閉動
作伝達手段用チャンネル内に移動可能に挿通され、その先端が前記蓋体に取り付けられ、
その他端が前記内視鏡の操作部に接続される可撓性の条体からなり、前記内視鏡の操作部
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による前記可撓性の条体の押し引き操作により、前記蓋体が開閉されるのが好ましい。
　また、前記蓋体開閉手段は、さらに、前記キャップ部と前記蓋体との間に設けられ、前
記蓋体を前記キャップ部に対して開方向または閉方向のいずれかに付勢する付勢手段を備
え、前記蓋体を前記付勢手段の付勢力に抗して開閉するのが好ましい。
【００１６】
　また、上記第１の態様の内視鏡用先端フードは、さらに、前記キャップ部の略円筒形状
の先端縁部に設けられ、この先端縁部から可視光を照射し、前記検査対象を照明する光照
射部を備えるのが好ましい。
　また、前記光照射部は、前記キャップ部の略円筒形状の先端縁部に配置された発光素子
と、前記キャップ部の外周からその軸方向に前記キャップ部と一体的に形成された通電用
チャンネルをその内部に備え、装着された前記内視鏡の前記挿入部の外周にその軸方向に
取り付けられる通電用配線カバーと、この通電用配線カバー内の前記通電用チャンネル内
に挿通され、その先端が前記発光素子に接続され、その他端が前記内視鏡の操作部を経由
して外部電源に接続される配電線とを有し、前記内視鏡の操作部による操作により、前記
発光素子が点灯または消灯されるのが好ましい。
　また、前記発光素子は、発光ダイオードであるのが好ましい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の第２の態様は、その先端に体腔内の検査対
象を撮像する観察窓が配置され、前記体腔内に挿入される挿入部と、前記挿入部を操作す
る操作部とを備える内視鏡と、前記挿入部の先端に装着された上記第１の態様の内視鏡用
端フードとを備えることを特徴とする内視鏡ユニットを提供するものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、蓋体を内視鏡の挿入部の先端に装着された先端フードのキャップ部に
取り付け、任意の開閉位置に傾斜させて、この蓋体の光の透過状態を変化させ、好ましく
は、蓋体を鏡面反射状態にして反射鏡とすることにより、内視鏡の検査対象が狭い管状部
位であっても、ひだなどの凹凸形状の内側の面も容易に観察することが可能となる。
　また、本発明によれば、この蓋体を、キャップ部の先端に取り付けるので、充分に大き
なものすることが可能であり、大きくすることによって充分な視野を確保することができ
るので、観察に時間がかかってしまうことがなくなり、患者などへの負担を軽減すること
が出きる。
【００１９】
　また、本発明によれば、鉗子チャンネルを使用しないので、鉗子チャンネルが１つの内
視鏡でも、検査対象の観察をしながら、鉗子チャンネルに挿入された処置具による処置を
することが可能であり、さらに、反射鏡として機能する蓋体がキャップ部の先端に配置さ
れているので、他の処置具との干渉が生じることがなくなり、他の処置具の使用が制限さ
れず、他の処置具を容易かつ自由に使用することができる。
　さらに、本発明によれば、蓋体を閉じることによって、内視鏡の挿入部を生体の内部に
挿入する時または抜き出す時に検査対象を傷つけることを防止することができ、キャップ
部を蓋体で閉じた状態であっても、蓋体を透明状態にすることによって、内視鏡を挿入す
る時に進行方向の前方が隠されることなく視認可能となるので、前方の状態が確認し易く
なり、挿入操作に困難を生じない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明に係る内視鏡用先端フードおよびそれを備える内視鏡ユニットを添付の図面に示
す好適実施形態に基づいて以下に詳細に説明する。
　図１は、本発明の内視鏡用先端フードを備える内視鏡ユニットの一実施形態の概略構成
を示す斜視図であり、図２は、図１に示す内視鏡ユニットの内視鏡の挿入部の先端部の概
略構成を示す斜視図である。
　以下では、本発明の内視鏡用先端フードを装着した内視鏡の挿入部を、生体の内部、例
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えば体腔、特に、大腸や小腸等の腸や食道などに挿入し、挿入部先端の撮像部で生体の内
部を撮像し、生体の内部の映像や画像を取得し、生体の内部の病変部位などの検査対象部
位を検査し、または観察するものを代表例として、本発明の内視鏡ユニットを説明するが
、本発明は、これに限定されず、生体以外の機械や構造物や埋設管等の内部に挿入し、こ
れらの内部を撮像し、これらの内部の映像や画像を取得し、生体以外の機械や構造物や埋
設管等の故障部位や劣化部位等の異常部位を観察し、検査するものであっても良いことは
もちろんである。
【００２１】
　図１に示すように、本発明の内視鏡ユニット１０は、内視鏡１１と、内視鏡１１に装着
された本発明の内視鏡用先端フード(以下、単に、先端フードという）１００とを有する
。
　まず、内視鏡１１は、ＣＣＤセンサなどの撮像素子を用いて、検査対象部位の画像（映
像）を撮像し、図示しない画像信号処理装置の表示装置に表示し、検査対象の観察、動画
や静止画の撮影を行う、いわゆる電子スコープ型の内視鏡であって、通常の内視鏡と同様
に、挿入部１２、操作部１４、コネクタ１６、ユニバーサルコード１８を有する。
【００２２】
　この内視鏡１１は、体腔（消化管、耳鼻咽喉など）等の検査対象となる管状部位に挿入
部１２を挿入し、その先端に配置されたＣＣＤセンサ等の撮像素子で検査対象を撮像し、
観察し、動画や静止画を撮影し、さらには、鉗子（図示せず）を挿入して検査対象の組織
の採取等を行うものである。
　ここで、内視鏡１１は、検査対象に白色光を照射した状態で画像を取得し、検査対象を
観察する通常観察と、検査対象に特定の波長の光を照射した状態で画像を取得し、検査対
象を観察する特殊観察の２つのモードを備え、これらの２つのモードにより、検査対象を
観察することができ、検査対象を撮影することができる。
【００２３】
　内視鏡１１の挿入部１２は、体腔内等の検査対象部位に挿入される可撓性のある長尺の
部材であって、その先端(末端）の先端部２２と、アングル部（湾曲部）２４と、軟性部
（可撓部）２６とを有する。
　図２に示すように、先端部２２は、検査部位を撮像するための撮像素子からなるＣＣＤ
センサ６０と、ＣＣＤセンサ６０によって検査部位を撮像するための光学系となる（撮像
）レンズ６２と、レンズ６２に入射した画像（光）をＣＣＤセンサ６０の撮像面（受光窓
）に入射させるためのプリズム６４と、ＣＣＤセンサ６０の出力信号にＡ／Ｄ変換等の所
定の処理を施して出力する処理基板６８とを有する。なお、処理基板６８から出力された
出力信号を伝達する出力信号線７０aは、データケーブル７０として１つにまとめられて
いる。このデータケーブル７０は、内視鏡１１の挿入部１２のアングル部２４および軟性
部２６を挿通して操作部１４に接続されており、操作部１４からユニバーサルコード１８
およびコネクタ１６を経て、ビデオコネクタ５６に接続されている（図１参照）。
【００２４】
　ここで、ＣＣＤセンサ６０、レンズ６２、プリズム６４および処理基板６８は、全体と
してＣＣＤカメラなどの撮像部を構成するもので、先端部２２の円筒状の外皮２８の内部
の上半部に収納される。図示例においては、先端部２２の円筒状の外皮２８の中央直径部
分に先端部２２の軸方向に平行に処理基板６８が配置され、処理基板６８上にＣＣＤセン
サ６０が配置され、先端部２２の軸方向に平行となる、ＣＣＤセンサ６０の撮像面上にそ
の略中央に、その傾斜面を先端側とは逆側（操作部１４側）に向けてプリズム６４が配置
され、レンズ６２は、入射された入射光をプリズム６４の先端側の面（先端部２２の軸方
向に直交する面）に入射させるように、先端部２２の軸方向に平行にＣＣＤセンサ６０の
上方に配置される。
　また、先端部２２の内部の上半部には、図示しない照明光源から射出され、ＬＧ棒５２
を介して内視鏡に伝送された照明光をそれぞれ導波し、先端部２２から検査部位を照明す
るため照明光を射出する２本のライトガイド７６の端部が、レンズ６２の両側に先端部２
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２の軸方向に平行にＣＣＤセンサ６０の上方に配置されている。これらの２本のライトガ
イド７６の先端およびレンズ６２の先端は、それぞれ先端部２２の先端面に開口された２
つの照明窓７６ａおよび観察窓６２ａに接続される。
【００２５】
　さらに、先端部２２の円筒状の外皮２８の内部の下半部には、組織の採取等を行う鉗子
（図示せず）を挿通させ、検査部位まで案内するための管路からなる鉗子チャンネル７８
と各供給源（図示せず）から供給された空気等の気体と水や生理食塩水などの液体とを検
査部位まで送気や送水等を行うための管路からなる送気／送液チャンネル８０とが両側に
配置され、先端部２２の先端面には、鉗子チャンネル７８の先端開口であり、鉗子を突出
させるための鉗子口７４が開口し、送気／送液チャンネル８０の先端開口であり、気体お
よび液体を検査部位に吹きかけるための送気／送水口７２が開口している（図２参照）。
なお、鉗子チャンネル７８は、鉗子を挿入するための操作部１４の鉗子口８２から挿入部
１２の軟性部２６およびアングル部２４を経て先端部２２の鉗子口７４まで連通するよう
に形成されている。また、送気／送液チャンネル８０は、気体および液体が供給源から供
給される内視鏡１１のコネクタ１６、ユニバーサルコード１８、操作部１４、挿入部１２
の軟性部２６およびアングル部２４を経て先端部２２の送気／送水口７２まで連通するよ
うに形成されている（図１参照）。
　また、先端部２２の外皮２８の外周には、先端フード１００のキャップ部１０２の固定
部となる凸部１０３（図４参照）と嵌合するための凹部８１が形成されている。
【００２６】
　図１に示すように、アングル部（湾曲部）２４は、先端部２２を体腔内の検査対象とな
る目的位置に挿入したり、先端部２２のＣＣＤセンサ６０により目的位置の検査対象を撮
影したりするために、操作部１４における操作によって上下および左右（直交する４方向
）に湾曲させられる領域である。図示例の内視鏡１１においては、アングル部２４は、公
知の内視鏡のアングル部と同様に、多数の円形のリングを連ねた構成を有しており、この
リングに、アングル部を湾曲させるためのワイヤ（アングルワイヤ：図示せず）が接続さ
れた構成となっている。
　このアングル部２４は、後述するように、操作部１４のＬＲツマミ８８およびＵＤツマ
ミ９０の操作によって、任意の方向に湾曲される。
【００２７】
　軟性部２６は、アングル部２４と操作部１４とを繋ぐ部分であって、検査対象部位であ
る管状部位への挿入に対して十分な可撓性を有する長尺な部材である。
　ここで、アングル部２４および軟性部２６には、上述したデータケーブル７０、２本の
ライトガイド７６、鉗子チャンネル（鉗子チューブ）７８、送気／送水チャンネル（送気
／送水チューブ）８０およびアングル部２４を湾曲させるためのワイヤ等が収容／挿通さ
れている。
【００２８】
　操作部１４は、内視鏡１１の操作を行う部分である。
　本実施例の内視鏡１０においても、操作部１４には、通常の内視鏡と同様に、上述のＬ
Ｒツマミ８８およびＵＤツマミ９０の他に、鉗子チャンネル７８と連通し、必要に応じて
ユーザが鉗子を挿入するための開口である挿入側鉗子口８２、鉗子チャンネル７８を介し
て先端部２２の先端側鉗子口７４から吸引を行うための吸引ボタン８４、送気／送水チャ
ンネル８０を介して先端部２２の送気／送水口７２から検査部位等に送気および送水を行
うための送気／送水ボタン８６等が配置されている。
　また、電子スコープである内視鏡１１には、これ以外にも、ズームスイッチ、静止画の
撮影スイッチ、動画の撮影スイッチ等、ＣＣＤセンサ６０によって画像を観察／撮影する
ための各種のスイッチ類が設けられている。
【００２９】
　さらに、操作部１４には、上述したように、アングル部２４を左方向および右方向に湾
曲させるＬＲツマミ（レフト・ライトツマミ）８８、および、アングル部２４を上方向お
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よび下方向に湾曲させるＵＤツマミ（アップ・ダウンツマミ）９０が配置されている。本
実施例の内視鏡１１においては、公知の各種の内視鏡と同様に、ＬＲツマミ８８およびＵ
Ｄツマミ９０を回すことにより、アングル部２４に接続されるワイヤ（図示せず）を牽引
して、アングル部２４を牽引し、これにより、アングル部２４を上下方向、左右方向や、
上下／左右の複合方向等、任意の方向に湾曲させることができる。
【００３０】
　コネクタ１６は、図示しないが、内視鏡１１を使用する際に必要な施設の電源、撮像さ
れた画像信号を処理する画像信号処理装置、生体内の体腔の検査対象部位を撮像するため
に必要な送水手段、送気手段、吸引手段等と接続するための部分であり、検査部位を照明
するためのライトガイド７６と照明光源（図示せず）とを接続するためのＬＧ棒５２や、
図示しないが、内視鏡１１と施設の送水（給水）手段と接続するための送水コネクタ、同
送気手段と接続するための通気コネクタ、同吸引手段と接続するための吸引コネクタ、電
気メスを使用する際にＳコードを接続するＳ端子（図示せず）等が配置されている。
【００３１】
　ユニバーサルコード（コネクタ軟性部）１８は、コネクタ１６と操作部１４とを接続す
る部分である。
　このユニバーサルコード１８内には、２本のライトガイド７６、信号を伝達するデータ
ケーブル７０、電力を供給する電源コード（図示せず）等が収容／挿通される。さらに、
ユニバーサルコード１８には、図示しないが、送水コネクタに接続する送水チャンネル、
通気コネクタに接続する送気チャンネル、吸引コネクタに接続する吸引チャンネル等も収
容／挿通される。
【００３２】
　また、前述のように、内視鏡１１は、電子スコープであるので、コネクタ１６には、さ
らに、画像信号処置装置を経てその表示装置や静止画像のハードコピーを出力するプリン
タ装置などの出力装置に接続するためのビデオコネクタ５６が接続されている。前述のよ
うに、ＣＣＤセンサ６０が撮像した画像信号を伝送するデータケーブル７０は、挿入部１
２の先端部２２から、アングル部２４および軟性部２６を通って操作部１４に至り、操作
部１４からユニバーサルコード１８の内部を通ってコネクタ１６を経て、ビデオコネクタ
５６に接続される。ビデオコネクタ５６は、画像信号処理装置に接続され、画像表示装置
や静止画像を出力するプリンタ装置などの出力装置に接続されている。
　内視鏡１１は、基本的に以上のように構成される。
【００３３】
　次に、本発明の内視鏡用先端フードおよび内視鏡ユニットについて説明する。
　図３（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ図１に示す内視鏡ユニットの内視鏡用先端フード
の一実施例の概略構成を示す正面図および側面図である。図４は、図３（Ｂ）に示す先端
フードの蓋体開放時のIV－IV線断面図である。なお、図４において、蓋体を閉じた状態を
点線で示す。図５（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ本発明の内視鏡ユニットの一実施例の
概略構成を示す正面断面図および側面図であり、図１に示す内視鏡の挿入部の先端部に図
３（Ａ）および（Ｂ）に示す内視鏡用先端フードを装着し、先端フードの蓋体を閉じた状
態を実線で、開放した状態を２点鎖線で示す。なお、図５（Ａ）において、内視鏡の先端
部の一部のみを破断して断面図で示す。
【００３４】
　本発明の先端フード１００は、図１、図５（Ａ）および図５（Ｂ）に示すように、内視
鏡１１の挿入部１２の先端に着脱自在に装着されるものであって、図３（Ａ）、図３（Ｂ
）および図４に示すように、内視鏡１１の挿入部１２の先端に装着されるフード本体とな
る略円筒形状を有するキャップ部１０２と、キャップ部１０２の内周面に形成される環状
の凸部１０３と、キャップ部１０２の先端の開口を覆うように開閉可能に取り付けられ、
光の透過状態が変化する調光ミラーの機能を持つ円板形状を有する蓋体１０４と、この蓋
体１０４を開閉するための蓋体開閉機構１０６と、検査対象に照明光を照射する照明機構
１０８とを有する。
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　ここで、キャップ部１０２の環状の凸部１０３は、キャップ部１０２を内視鏡１１の挿
入部１２の先端部２２に固定する固定部として機能し、本発明の先端フード１００は、内
視鏡１１の挿入部１２の先端に設けられた先端部２２の凹部８１と、キャップ部１０２環
状の凸部１０３とが嵌合することにより、先端部２２に外側から取り付けられる。
【００３５】
　キャップ部１０２は、先端側に先端開口１０２ａを、後端側に後端開口１０２ｂを持つ
略円筒形状の透明部材であって、その後端側に位置し、後端開口１０２ｂから内視鏡１１
の挿入部１２の先端部２２が嵌入される取付部１１０と、その先端側に位置し、取付部１
１０の先端側の端部に連結され、先端開口１０２ａが蓋体１０４によって開閉される開閉
部１１２とで構成され、取付部１１０と開閉部１１２との間には、両者を分ける環状のリ
ブ１１１が形成されている。
　取付部１１０は、その内周面が内視鏡１１の挿入部１２の先端に位置する先端部２２の
外周面に沿った略円筒形状を有し、その一部に本発明の固定部となる環状（リング状）の
凸部１０３が形成されている。取付部１１０には、内視鏡用先端フード１００の使用時に
おいて、後端開口１０２ｂから内視鏡１１の挿入部１２の先端部２２が嵌入され、取付部
１１０に形成された環状の凸部１０３と、先端部２２に形成された凹部８１とが嵌合する
ことにより、キャップ部１０２を挿入部１２に対して固定する。このとき、先端部２２の
先端が取付部１１０の先端側に位置する環状のリブ１１１に当接するのが好ましい。この
場合には、キャップ部１０２が挿入部１２により確実かつ堅固に固定される。
【００３６】
　先端フード１００のキャップ部１０２を内視鏡１１の挿入部１２に固定するための固定
方法、固定機構としては、キャップ部１０２の取付部１１０の内周面に形成される環状の
凸部１０３と挿入部１２の先端部２２の外周面に形成される環状の凹部８１との嵌合によ
るものに限定されず、両者を固定できれば、如何なる固定方法であっても良いし、如何な
る固定機構であっても良く、逆に、凹部を取付部１１０の内周面に凸部を先端部２２の外
周面に形成しても良いし、ねじによる螺合、軸方向の溝とこれに嵌合するガイドなど公知
の固定方法や固定機構が適用できる。
【００３７】
　開閉部１１２は、内径および外径が取付部１１０と略同径の略円筒形状を有し、取付部
１１０と一体で形成され、取付部１１０の挿入部１２先端側に位置する。
　開閉部１１２は、蓋体１０４によって先端開口１０２ａが開閉される部分であって、内
径および外径が取付部１１０と略同径の略円筒形状を有し、取付部１１０と一体で形成さ
れ、取付部１１０の挿入部１２先端側に位置する。開閉部１１２（キャップ部１０２）の
内周面の図中上端側には、蓋体１０４を閉止位置と開放位置との間で移動させて開閉させ
るための蓋体開閉機構１０６のワイヤ１１６（後述する）が通るための縦溝１１２ａが、
先端開口１０２ａから開閉部１１２の中間位置までその軸方向に形成されている。この縦
溝１１２ａは、後述するが、ワイヤ１１６が挿通されるワイヤ用チャンネル１２０（後述
する）に連通する。
【００３８】
　また、後述するが、開閉部１１２（キャップ部１０２）の外周面の図中上端側には、ワ
イヤ用チャンネル１２０が形成されたワイヤカバー１１８が、少し後退した位置から畝状
に形成され、開閉部１１２（キャップ部１０２）の外周面の図中下端側には、通電用配線
チャンネル１２６が形成された通電用配線カバー１２８が、少し後退した位置から畝状に
形成されている。
　さらに、開閉部１１２の内周面の図中下端側には、後述するが、蓋体１０４を回動可能
に支持するヒンジ部１１４が、蓋体１０４の内側板面の図中下端側との間に形成されてい
る。また、後述するが、開閉部１１２の図中下端側には、具体的にはヒンジ部１１４下側
には、照明機構１０８の光源となる発光ダイオード１２４が配置され、この発光ダイオー
ド１２４に通電する（電力を供給する）ための電気配線を収納する配線チャンネル１２６
が形成される。この開閉部１１２内の配線チャンネル１２６は、配線カバー１２８内の配
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線チャンネル１２６に連通しているのはもちろんである。
【００３９】
　このような形状の取付部１１０と開閉部１１２とで構成されるキャップ部１０２は、生
体適合性が高く、透明で、かつ、ある程度の硬度を有する材料で形成されている。具体的
には、キャップ部１０２は、内視鏡１１の先端部２２の観察窓６２ａの視野、従ってＣＣ
Ｄセンサ６０の視野を妨げることない光透過率、すなわち内視鏡の視野を妨げない程度に
充分な光透過性を有し、無着色であり、検査対象となる狭い管状部位に挿入したときに、
生体の粘膜等に押し付けたり、粘膜を吸引したりしたときに大きな変形が生じず、かつ粘
膜を傷つけない程度の硬度の材料で形成されている。このような材料としては、例えば、
シリコンゴム、またはスチレン樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂等の高分子樹脂材料を挙
げることができる。
【００４０】
　蓋体開閉機構１０６は、蓋体１０４をキャップ部１０２の先端開口１０２ａに対して開
閉可能に連結するヒンジ（蝶番）部１１４と、蓋体１０４を開閉するワイヤ１１６と、キ
ャップ部１０２の外周に形成され、キャップ部１０２の後端からその軸線方向に延在する
ワイヤカバー１１８と、キャップ部１０２およびワイヤカバー１１８の内部に形成され、
ワイヤ１１６を移動可能に挿通するワイヤ用チャンネル１２０と、ワイヤ用チャンネル１
２０内に挿通されたワイヤ１１６を牽引し、または押戻して進退移動させる牽引操作部１
２２（図１参照）とを有する。
　なお、本実施例において、ワイヤ１１６は、本発明の蓋体開閉動作伝達手段を構成し、
ワイヤ１１６、ワイヤ用チャンネル１２０、ワイヤカバー１１８および牽引操作部１２２
は、本発明の蓋体開閉手段を構成する。
【００４１】
　ヒンジ部１１４は、蓋体１０４の図中下端側において、蓋体１０４の内側板面とキャッ
プ部１０２の先端側の内周面との間に設けられ、蓋体１０４をキャップ部１０２に開閉可
能に連結するもので、本発明の連結部を構成する。
　ここで、ヒンジ部１１４は、本実施例に限定されるものではなく、ねじりコイルばね（
図示せず）、コイルばね、板ばね、引張ばね、圧縮ばねなどの任意の付勢手段によって、
閉じる方向または開く方向に付勢するように構成することができる。このように構成すれ
ば、可撓性のワイヤ１１６を、この付勢手段の付勢力に抗して一方向に移動することによ
って蓋体１０４を開閉することができる。
【００４２】
　ワイヤ１１６は、可撓性を有する条体または線状部材であり、一端が蓋体１０４の図中
上端側に係止され、キャップ部１０２の開閉部１１２の縦溝１１２ａ後端からキャップ部
１０２およびワイヤカバー１１８内に形成されたワイヤ用チャンネル１２０内を通り、他
端が内視鏡１１の操作部１４近傍に固定された牽引操作部１２２に係止される。
　本実施例のワイヤ１１６は、牽引操作部１２２の操作により、ワイヤ用チャンネル１２
０内を移動可能、具体的には進退（前進および後退）可能または押し引き可能であり、牽
引操作部１２２によって所定の位置まで牽引され、または押し戻されることにより、蓋体
１０４を所定の傾斜位置、すなわち所定の傾斜角度まで開閉することができるが、ワイヤ
１１６を牽引操作部１２２によって所定の位置に停止させることにより、蓋体１０４を所
定の傾斜位置、または所定の傾斜角度に保持することができる。
【００４３】
　本実施例に示すワイヤ１１６は、ヒンジ部１１４で連結された蓋体１０４を押し引きし
て開閉させるので、押して蓋体１０４を開く際に、蓋体１０４の外側に障害物があったと
しても座屈することなく開く程度の剛性は必要であり、ピアノ線などの金属線や樹脂細線
などを使用することができるが、生体の体腔などの屈曲や湾曲した細い管状経路などに挿
入される内視鏡に１１の挿入部１２において用いられるものであるので、ある程度の柔軟
性も必要であるので、細線を撚り合わせた撚り線を用いるのが好ましい。
　上述したように、ヒンジ部１１４において付勢手段で蓋体１０４を閉じる方向に付勢す
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ると、可撓性のワイヤ１１６に切断などのトラブルが生じても蓋体１０４が閉じる方向に
移動するので、より安全な構成とすることができる。一方、ヒンジ部１１４において付勢
手段で蓋体１０４を開く方向に付勢すると、可撓性のワイヤ１１６は、開く方向に常に引
っ張られていることになるので、ワイヤ１１６として、糸や紐などのように軟質で自由に
変形する低い引張強度の可撓性の柔軟性材料を使用することもできる。
【００４４】
　なお、ワイヤ１１６は、キャップ部１０２およびワイヤカバー１１８の内部に軸方向に
沿って形成されたワイヤ用チャンネル１２０内に配置される構造に限定されるものではな
く、ワイヤカバー１１８およびワイヤ用チャンネル１２０を用いることなく、鉗子チャン
ネル７８、またはその他の任意の経路を通して配置することもできる。
　例えば、ワイヤ１１６が観察窓６２ａの視野を妨げなければ、ワイヤ１１６を、内視鏡
１１の先端部２２の鉗子口７４から鉗子チャンネル７８を通り、操作部１４の鉗子口８２
から引き出して、ワイヤ１１６に操作力を付与し、ワイヤ１１６の進退操作を行っても良
いし、あるいは、ワイヤ１１６を、先端フードと一体に形成された内視鏡の鉗子チャンネ
ルに連通させ、同様に、ワイヤ１１６の進退操作を行っても良い。
　また、蓋体１０４にワイヤ１１６を取り付ける位置も、図４に示すように、ヒンジ部１
１４から最も離れた蓋体１０４の上先端に限定されるものではなく、中間部の両脇あるい
はヒンジ部１１４に接近した位置として、蓋体１０４が開いているときに、観察窓６２ａ
の視野をワイヤ１１６で妨げないようにしても良い。
【００４５】
　ワイヤカバー１１８は、図中上端側において、始め、キャップ部１０２の外周に沿って
少し後退して一体形成され、その後、キャップ部１０２の後端面からその軸線方向にさら
に延在するもので、図１に示すように、内視鏡１１の挿入部１２への先端フード１００の
装着時には、挿入部１２の外周に沿ってその軸線方向に延在し、内視鏡１１の操作部１４
の近傍の牽引操作部１２２に至る長さを持つものである。ワイヤカバー１１８は、一方の
端部が、キャップ部１０２に連結され、他方の端部が、牽引操作部１２２に連結されてい
る。また、本実施例では、ワイヤカバー１１８は、生体の体腔などの管状部位に挿入され
るので、可撓性を有し、直接、生体と接するので、キャップ部１０２と同様に、生体適合
性を有する材料で形成されているのが良い。
　ワイヤカバー１１８には、その内部にその軸線方向に延在するワイヤ用チャンネル１２
０が形成されている。したがって、ワイヤカバー１１８は、ワイヤ用チャンネル１２０内
に、ワイヤ１１６を摺動自在に支持している。
【００４６】
　ワイヤ用チャンネル１２０は、蓋体１０４を開閉するワイヤ１１６を移動可能、具体的
には進退可能に挿通し、収納するもので、キャップ部１０２の開閉部１１２の縦溝１１２
ａに連通するように開閉部１１２の内周面に開口され、キャップ部１０２の内部に、始め
開閉部１１２の内部に、図中斜め上方に形成され、その後、キャップ部１０２の軸方向に
沿って、キャップ部１０２（開閉部１１２および取付部１１０）上に一体形成されたワイ
ヤカバー１１８の内部に、その後、キャップ部１０２の後端面からその軸線方向にさらに
延在するワイヤカバー１１８の内部に、その軸方向に沿って形成されている。
　牽引操作部１２２（図１参照）は、蓋体１０４を開閉するためにワイヤ１１６をワイヤ
用チャンネル１２０内において進退移動させるために押し引きする牽引力を付与するため
のもので、内視鏡１１の操作部１４の近傍、特に、鉗子口８２の近傍に配置されるのが好
ましい。ワイヤ１１６を牽引する機構としては、特に限定されず、種々の機構を用いるこ
とができ、例えば、ワイヤ１１６にの端部にトリガーをつけ、トリガーを引いた量に応じ
てワイヤ１１６を牽引する機構、自身が回転することでワイヤ１１６を巻き取る巻取部を
設け、この巻取部を回転させることによりワイヤ１１６を牽引する機構等を用いることが
できる。
【００４７】
　蓋体１０４は、キャップ部１０２の先端開口１０２ａを閉止可能な円形の板状部材であ
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って、蓋体１０４の図中下端側の板面がとキャップ部１０２の先端側の内周面との間に設
けられた蓋体開閉機構１０６のヒンジ部１１４を介して、キャップ部１０２に開閉可能に
連結されている。
　蓋体１０４は、キャップ部１０２の先端開口１０２ａに対し開閉可能であり、かつ、光
の透過状態が変化する機能を有し、好ましくは、透過状態と反射鏡面状態と間で変化し、
両者を選択可能な調光ミラーとして機能する。
【００４８】
　本発明においては、調光ミラーとして機能する蓋体１０４は、閉止状態においては透過
状態を維持し、内視鏡１１の挿入部１２を生体の体腔内などに挿入する際の前方視野を確
保することができる。例えば、蓋体１０４が閉止状態にある時には、前方から図５（Ａ）
にＶｂで示す範囲の光を内視鏡１１の先端部２２の観察窓６２ａに入射させることができ
るので、このＶｂが、蓋体１０４が閉止透明状態にある時の前方視野となり、内視鏡１１
の挿入部１２のサイズより大きな視野を確保することができる。このように、蓋体１０４
を閉じたときには、自動的に透明状態になるように構成することにより、内視鏡１１の挿
入部１２を生体内、例えば、その内蔵や体腔内に挿入する際に、常に前方が広い範囲で視
認可能になるように構成することができる。
　このように、蓋体１０４が閉じているので、内視鏡１１の挿入部１２を生体内の内蔵や
体腔などの狭い管状部位に挿入／抜出する場合であっても、生体内の体腔内の表面を傷つ
けたりすることがなく、安全性を確保することができると共に、挿入時の前方視野が大き
くかつ確実に確保できるので、生体内の体腔が狭い管状部位であっても、挿入部１２を容
易、かつ確実に挿入することができる。したがって、内視鏡検査を受ける患者の負担を軽
減することができる。
【００４９】
　一方、蓋体１０４は、開放状態においては、内側の面が鏡面反射状態を維持して反射鏡
面となり、反射鏡として機能させることができる。その結果、蓋体１０４を所定の開放位
置に設定する、すなわちその傾斜角度を所定の角度に設定することにより、内視鏡１１の
挿入部１２の挿入方向と直交する方向の生体の体腔内の検査対象およびその近傍からの反
射光（画像を担持する光）を蓋体１０４の反射鏡面で反射させることにより、内視鏡１１
の先端部２２の観察窓６２ａに入射させることができる。
　したがって、本発明の先端フード１００を備える内視鏡１１では、蓋体１０４の傾斜角
度を色々な角度に設定できるので、様々な角度からの検査対象の画像を蓋体１０４の反射
鏡面で反射させて内視鏡１１の先端部２２の観察窓６２ａに入射させることができ、検査
するべき検査対象や検査部位が狭い管状部位であっても、ひだなどの凹凸形状の内側の面
も容易に観察することが可能となる。
　なお、蓋体１０４は、開放状態においては、内側の面が反射鏡面となっているので、前
方からは図５（Ａ）にＶａで示す範囲の光しか先端部２２の観察窓６２ａに入射させるこ
とができないので、このＶａが、蓋体１０４が開放鏡面反射状態にある時の前方視野とな
り、前方視野に関しては、蓋体１０４の閉止状態の前方視野より小さく、内視鏡１１の挿
入部１２のサイズより小さな視野しか確保することができない。
【００５０】
　ここで、蓋体１０４は、詳細は後述するが、図６に示すように、鏡面反射状態の時に、
少なくとも内視鏡１１の先端部２２の観察窓６２ａからレンズ６２およびプリズム６４を
介してＣＣＤセンサ６０によって生体の体腔の内部の検査対象のひだのある部位の内部を
視認できる位置まで開くことが必要であり、キャップ部１０２の先端開口１０２ａを閉じ
た位置から少なくとも９０°開いて、キャップ部１０２の軸線に平行な位置まで開くこと
ができるように構成するのが望ましい。このように構成することによって、鉗子や他の処
置具を鉗子チャンネル７８に挿通したときに、蓋体１０４との干渉を防止することができ
る。なお、蓋体１０４と鉗子チャンネル７８に挿通された鉗子や他の処置具との干渉を最
大限に避けるために、蓋体１０４を９０°よりさらに大きく開くようにしても良い。
【００５１】
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　なお、蓋体１０４は、鏡面反射状態のとき、検査対象からの反射光が、少なくともキャ
ップ部１０２の軸方向と直交する内視鏡１１の観察窓６２の軸線より後方に向かう角度ま
で開閉可能であるのが好ましい。このとき、上述したように、蓋体１０４の内側（観察窓
側）の面が反射面となり、検査対象の像を内視鏡１１の観察窓６２ａに向けて反射させる
が、蓋体１０４の傾斜角度によっては、蓋体１０４と検査対象との間に開閉部１１２が介
在する場合である。本実施例においては、このような場合であっても、キャップ部１０２
（開閉部１１２）が透明であるので、検査対象の像は、開閉部１１２を透過して蓋体１０
４に投影され、内視鏡１１の観察窓６２ａに向けて反射させることができる。
　したがって、本発明では、検査対象部位が狭い管状部位であっても、鉗子チャンネル７
８に挿通された鉗子や他の処置具の使用に際し、蓋体１０４との干渉を防止しながら、様
々な角度からの検査対象の画像を蓋体１０４の反射鏡面で反射させて内視鏡１１の先端部
２２の観察窓６２ａに入射させることができるので、ひだなどの凹凸形状の内側の面の病
巣も容易に観察することができ、また、このような病巣を観察しながら、鉗子や他の処置
具による処置を適切かつ確実に、しかも容易に行うことができる。
【００５２】
　本発明においては、蓋体１０４は、光の透過状態を変化させて透明状態と鏡面反射状態
とを選択可能な調光ミラーの機能を有する。このような蓋体１０４は、透明な基材とその
表面に形成された調光ミラーとから形成することができる。ここで、このような蓋体１０
４を製造するには、調光ミラーを基材表面に直接製膜しても良いし、調光ミラーフィルム
を基材表面に貼り付けても良い。
　ここで、基材は、生体適合性に優れ、かつ内視鏡１１の視野を妨げることのない透過率
および無着色材料で形成される。このような材料としては、スチレン樹脂，フッ素樹脂，
アクリル樹脂などの高分子樹脂材料を挙げることができる。
【００５３】
　一方、調光ミラーは、印加される電圧によって光の透過状態を変化させて透明状態と反
射状態とを切替え可能であるのが好ましい。すなわち、調光ミラーは、電気によるエレク
トロクロミックス方式（電気によりスイッチング）によって動作するもので、数ボルトの
電圧印加により鏡面反射状態と透明状態が切替えられ、変化した状態で通電を切ってもそ
の状態が保たれるものを用いるのが良い。このような調光ミラーとしては、例えば、特開
２００７－１０２１９７号公報に開示の、特定の多層薄膜からなる全固体型反射調光エレ
クトロクロミック素子などの調光素子を用いることができる。
　このような調光素子を構成する特定の多層薄膜は、マグネットスパッタリング等のＰＶ
Ｄ法によって、蓋体１０４の透明な基材に直接形成しても良いし、蓋体１０４の透明な基
材に貼り付けるために透明なシートにこの多層薄膜を形成して調光ミラーが形成されたシ
ートとしても良い。
【００５４】
　本実施形態の蓋体１０４に用いられる調光ミラーの調光素子は、通電による電圧の印加
によって透明状態と鏡面状態とをスイッチングするものであるが、この調光素子のスイッ
チングを行うための通電は、後述するが、照明機構１０８の検査対象に照明光を照射する
光源となる発光ダイオード１２４に通電するための電気配線と同様に、キャップ部１０２
および通電用配線カバー１２８内に形成された通電用配線チャンネル１２６内に電気配線
（以下、単に、配線という）を設けて、この配線を通じて行っても良いし、蓋体１０４を
開閉するワイヤ１１６と一体にされた、または一体として設けられた配線を通じて行って
も良いし、キャップ部１０２およびワイヤカバー１１８内に形成されたワイヤ用チャンネ
ル１２０内に配線を設けて、この配線を通じて行っても良いし、ワイヤ１１６と同様に、
鉗子チャンネル７８、またはその他の任意の経路を通して配置された配線、例えば、内視
鏡１１の先端部２２の鉗子口７４を通る鉗子チャンネル７８内に配置された配線や先端フ
ードと一体に形成された内視鏡の鉗子チャンネルに連通する配線を介して行っても良い。
　なお、蓋体１０４の内表面に形成された調光ミラーの調光素子への通電を均一に行うた
めに、蓋体１０４の内表面の外周縁に円状の配線を設け、設けられた円状の配線に上述し
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た各配線を接続して、円状の配線への通電を行うのが好ましい。
【００５５】
　照明機構１０８は、光源となる複数（図示例では５個）の発光ダイオード１２４と、通
電用配線チャンネル１２６と、通電用配線カバー１２８と、電源１３０とを有し、開閉部
１１２の先端から検査対象に向けて光を射出する。
　図３（Ｂ）および図５(Ｂ）に示すように、検査対象を照明する光源として、５つの発
光ダイオード１２４が、それぞれ先端フード１００のキャップ部１０２の開閉部１１２の
先端面（取付部１１０に連結している後端部とは逆側の先端部の面）の縁部に、蓋体１０
４が閉じた状態の時に蓋体１０４を囲むような位置に埋設されて配置されている。また、
発光ダイオード１２４は、図中上端部を除き、隣接する発光ダイオード１２４と互いに所
定間隔離間して、すなわち６０度間隔で所定の円周上に配置されている。なお、図示例で
は、検査対象を照明する光源として、５つの発光ダイオード１２４を用いているが、本発
明はこれに限定されず、光量が十分に得られれば、発光ダイオード１２４の数は、４以下
でも、６以上でも良いし、また、発光ダイオード（ＬＥＤ）の代わり、ＬＤ（レーザダイ
オード）などの他の発光素子を用いても良いし、他の光源を用いても良い。
【００５６】
　配線チャンネル１２６は、その内部に、５つの発光ダイオード１２４および／または蓋
体１０４に通電する（電力を供給する）ための可撓性を有する電気配線を配置（収納）す
るためのチャンネルである。配線チャンネル１２６は、キャップ部１０２の開閉部１１２
の先端面の縁部に配置された５つの発光ダイオード１２４に接続される配線を収納できる
ように、発光ダイオード１２４の後方で、キャップ部１０２の開閉部１１２の内部に、図
中斜め下方に形成され、その後、キャップ部１０２の軸方向に沿って、キャップ部１０２
（開閉部１１２および取付部１１０）上に一体形成された配線カバー１２８の内部に、そ
の後、キャップ部１０２の後端面からその軸線方向にさらに延在する配線カバー１２８の
内部に、その軸方向に沿って形成されている。なお、発光ダイオード１２４に接続され、
配線チャンネル１２６内に配置された配線は、内視鏡１１の操作部１４の近傍に配置され
る電源１３０に接続され、電源１３０から供給された電力を各発光ダイオード１２４に供
給する。また、キャップ部１０２の図中下端側に形成された配線チャンネル１２６内の配
線は、キャップ部１０２の開閉部１１２の前方において、その先端面の縁部に配置された
５つの発光ダイオード１２４に接続されるように、開閉部１１２内にその円周方向に沿っ
て配置される（図示せず）。これらの５つの発光ダイオード１２４を接続するための配線
は、並列接続とするのが好ましいが、配線が混雑するので、スペースが十分に確保できな
い場合には、直列接続の方が省スペースの点で好ましい。
【００５７】
　なお、発光ダイオード１２４への通電用の配線は、キャップ部１０２および配線カバー
１２８の内部にそれらの軸方向に沿って形成された配線チャンネル１２６内に配置される
構造に限定されるものではなく、配線カバー１２８および配線チャンネル１２６を用いる
ことなく、鉗子チャンネル７８、またはその他の任意の経路を通して配置することもでき
る。
　例えば、発光ダイオード１２４への通電用配線が観察窓６２ａの視野を妨げなければ、
通電用の配線を、内視鏡１１の先端部２２の鉗子口７４から鉗子チャンネル７８を通り、
操作部１４の鉗子口８２から引き出して、電源１３０に接続しても良いし、または、通電
用の配線を、先端フードと一体に形成された内視鏡の鉗子チャンネルに連通させ、同様に
、電源１３０に接続しても良い。
【００５８】
　配線カバー１２８は、配線チャンネル１２６内に配置される配線を被覆するもので、図
中下端側において、始め、キャップ部１０２の外周に沿って少し後退して一体形成され、
その後、キャップ部１０２の後端面からその軸線方向にさらに延在するもので、図１に示
すように、内視鏡１１の挿入部１２への先端フード１００の装着時には、挿入部１２の外
周に沿ってその軸線方向に延在し、内視鏡１１の操作部１４の近傍に至る長さを持つもの
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である。配線カバー１２８は、一方の端部が、キャップ部１０２に連結され、他方の端部
が、電源１３０に接続されている。また、本実施例では、配線カバー１１８は、生体の体
腔などの管状部位に挿入されるので、可撓性を有し、また、直接生体と接するので、キャ
ップ部１０２と同様に、生体適合性を有する材料で形成されているのが良い。
　また、電源１３０は、電力を供給する装置であり、内視鏡１１の操作部１４の近傍に配
置され、一端が発光ダイオード１２４と接続されている配線チャンネル１２６内に配置さ
れている配線の他端に接続されている。なお、電源１３０の配置位置は、配線チャンネル
１２６内の配線と電気的に接続されていれば特に限定されず、例えば、内視鏡１１の電源
と共通の電源としてもよい。なお、検査対象である生体への影響を防止するために、配線
チャンネル１２６および配線カバー１２８は、電源１３０の配置位置によらず、キャップ
部１０２から操作部１４近傍までは延在していることが好ましい。
【００５９】
　このように照明機構１０８の複数の発光ダイオード１２４をキャップ部１０２の先端に
配置することで、内視鏡１１の２本のライトガイド７６から射出された光が、蓋体１０４
により遮られ、ライドガイド７６から射出され検査対象に到達する光の強度が低減する場
合であっても、発光ダイオード１２４によりキャップ部１０２の先端側の検査対象を照明
することができる。これにより、キャップ部１０２の先端側の検査対象を好適に撮影する
ことができ、観察することができ、検査することができる。
　なお、発光ダイオード１２４の配置個数は特に限定されず、１つでもよい。また、本実
施形態では、発光ダイオード１２４により光を射出させたが、検査対象に光を照射できれ
ば、光を射出させる手段としては種々の手段を用いることができ、例えば、ライトガイド
により光を導波する方式を用いてもよい。
【００６０】
　ここで、本発明の先端フード１００においては、キャップ部１０２および蓋体１０４の
内外表面の一部または全部、好ましくは、少なくとも蓋体１０４の反射によって視野とな
る範囲を含めて内視鏡１１の観察窓６２ａの視野に入る部分には、親水性表面処理を施す
のが好ましい。具体的には、図４に２点鎖線で示すように、蓋体１０４の内外表面の全部
の領域Ｆならびにキャップ部１０２の開閉部１１２の内周面のほとんど全部の領域Ｆ’お
よびその外周面の略半分の領域Ｆ''については、親水性表面処理を施すのが好ましい。
　このように、内視鏡１１の観察窓６２ａの視野に入る部分に親水性表面処理を施すこと
により、生体内の体液や湿度による曇りを防止し、また、体液や観察窓６２ａを洗浄する
洗浄液が付着することにより、各部の表面に結露が生じたとしても水滴を形成することな
く一様な水膜となり、各部の表面の水膜が均一に形成され、水滴による光の乱反射が生じ
ることを防止できる。したがって、親水性表面処理により、防曇および均一水膜による視
野の確保を図ることができる。
　このような親水性表面処理としては特に制限的ではないが、例えば、親水性ポリマー微
粒子を添加した合成樹脂塗料を用いた親水性の塗装を施すことにより、または酸化チタン
光触媒膜をコーティングすることにより行うことができる。ここで、酸化チタン光触媒膜
としては、例えば、東陶機器（株）製商品名「ハイドロテクト」を挙げることができる。
　本発明の内視鏡先端用フードおよび内視鏡ユニットは、基本的に以上のように構成され
る。
【００６１】
　以下、本発明の内視鏡先端用フードおよび内視鏡ユニットの作用について説明する。
　図６は、本発明の内視鏡ユニットにより検査対象を観察している状態を模式的に示す部
分断面図であり、本発明の内視鏡用先端フードを使用した際の内視鏡の撮影部（観察窓）
の視野を示す図である。
　まず、図５（Ａ）および（Ｂ）に示すように、内視鏡１１の挿入部１２の先端部２２に
先端用フード１００のキャップ部１０２の取付部１１０を嵌合させる。具体的は、先端部
２２の外周面と取付部１１０の内周面とが接触するように嵌め合わせ、さらに、先端部２
２の凹部８１と、取付部１１０の凸部１０３とを嵌め合わせ、先端部２２に対して取付部
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１１０を固定する。さらに、牽引操作部１２２を操作部１４の近傍に固定し、電源１３０
も所定位置に固定する。このとき、蓋体１０４は、図中参照符号Ａで示す位置に置き、閉
止透明状態にしておく。
【００６２】
　次に、内視鏡１１の挿入部１２を検査対象に挿入する。例えば、生体の大腸、小腸等の
下部消化器系を検査する場合は、肛門から大腸に向けて挿入部を挿入する。
　ここで、挿入部１２の挿入時には、蓋体１０４は閉止透明状態にあるので、図５（Ａ）
に示す前方視野Ｖｂを確保することができ、挿入部１２のサイズより大きな視野とするこ
とができるので、挿入部１２を患者に与える負担を軽減して迅速、確実かつ適切に検査対
象まで挿入することができる。
　こうして、挿入部１２を挿入し、先端部２２が検査対象Ｔに到達したら、観察窓６２ａ
を通してＣＣＤセンサ６０により撮影された画像を観察し、検査する。ここで、検査対象
Ｔが凹凸形状のひだを持つ管状部位の場合でも、図６に示すように、蓋体開閉機構１０６
により、蓋体１０４を鏡面反射状態にして図中参照符号Ｂで示す位置まで開いて傾斜させ
たときには、観察窓６２ａに入射する光の範囲はＲＶｂで示される範囲となり、検査対象
Ｔである管状部位のひだの間の凹部（内部奥側）が観察できる。また、図中参照符号Ｃで
示す位置まで開いて傾斜させたときには、観察窓６２ａに入射する光の範囲はＲＶｃで示
される範囲となり、管状部位のひだの凸部（前方側）が観察できる。
【００６３】
　このように、蓋体開閉機構１０６で蓋体１０４の反射鏡面の傾斜角度を調整することに
より、蓋体１０４の反射鏡面によって観察窓６２ａに入射される検査対象Ｔの像の位置を
種々の位置に変えることができ、観察窓６２ａを通してＣＣＤセンサ６０によって検査対
象Ｔの種々の位置の像を撮影し、観察することができる。その結果、内視鏡１１の挿入部
１２の先端に、蓋体１０４を有する内視鏡先端フード１００を装着することで、湾曲部を
湾曲させることができない狭い管状部位であっても、検査対象の奥側、例えば、管状部位
のひだの間の凹部（内部奥側）にある病巣なども容易に撮影し、観察し、検査することが
できる。
　図示例の内視鏡ユニット１０は、以上のようにして検査対象を撮影し、画像を取得して
観察や検査に供する。
【００６４】
　本発明の内視鏡用先端フード１００においては、蓋体開閉機構１０６により蓋体１０４
を開閉可能（傾斜角度を調整可能）とし、蓋体１０４を光の透過状態が変化し、開閉に応
じて透明状態と鏡面反射状態とを選択可能な調光ミラーとしている。
　これにより、挿入時は、蓋体開閉機構１０６により蓋体１０４を閉止透明状態として前
方視野が最も大きくして、すなわち、観察窓６２ａを通して観察できる前方の範囲を図５
（Ａ）に示す前方視野Ｖｂとして、広い前方視野を確保して、挿入部１２を挿入しやすく
することができ、すなわち、狭い管状部位を傷つけることなく、前方の状態を確認しなが
ら生体の内部に挿入することができる。
　一方、検査対象の観察時には、蓋体開閉機構１０６により蓋体１０４を任意の位置に開
放して傾斜させ、その内側面の調光ミラーを鏡面反射状態として検査対象の凹凸のある管
状部位の凹部の奥側、例えば、ひだなどの凹凸形状における凹部の内側の面なども容易に
撮像し、観察し、検査することができる。これにより、検査対象の奥側の面であっても短
時間で全体的に観察することができる。
【００６５】
　なお、本発明では、蓋体１０４は、キャップ部１０２の先端開口１０２ａの全面を覆う
だけの大きさを持つので、上述したように、閉止透明状態とたときも、広い前方視野を確
保できるのみならず、所定位置に開放して鏡面反射状態にしたときにも、充分に大きな反
射鏡として広い視野を確保することができる。
　また、内視鏡１１の挿入部１２の挿抜時に、蓋体１０４をキャップ部１０２の先端開口
１０２ａに閉止することができるので、蓋体１０４が突出したまま内視鏡１１を挿抜する
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必要がない。したがって、蓋体１０４が検査対象（腸や、気管等の壁面）を傷つけること
なく、挿入部１２を検査対象に挿抜することができる。なお、キャップ部１０２および蓋
体１０４は、ある程度の柔軟性を有する材料で形成されおり、挿抜時に引っかかりにくい
円筒形状であるため、確実に検査対象の損傷を防止できる。
【００６６】
　また、本発明の内視鏡用先端フード１００は、内視鏡１１の外部に装着する内視鏡用先
端フードであるので、内視鏡１１の鉗子口７４を使用することなく、蓋体１０４を開放し
て鏡面反射状態とし、検査対象の奥側の面を観察することができる。
　また、反射鏡となる蓋体１０４が、キャップ部１０２の先端に配置され、任意の開閉位
置まで大きく開くことができるので、鉗子や他の処置具を鉗子チャンネル７８に挿通して
鉗子口７４から突出させても、蓋体１０４との干渉を最大限まで防止することができる。
　これにより、検査対象の奥側の面を観察しつつ、鉗子口７４に鉗子や種々の処置具を挿
入し、検査対象を処置することができ、作業性をより高くすることができる。
　また、本実施形態では、鉗子口７４を有する内視鏡１１の場合として説明したが、これ
に限定されず本発明の内視鏡用先端フードは、鉗子口を備えない内視鏡にも用いることが
できる。つまり、鉗子口を使用することなく反射鏡を設けることができるため、鉗子口の
ない内視鏡にも利用することができる。
【００６７】
　また、先端フード１００のキャップ部１０２および蓋体１０４の内外表面、少なくとも
鏡面反射状態となった蓋体１０４の反射によって視野となる範囲を含めて、観察窓６２ａ
の視野に入る部分には、親水性の塗装またはコーティングなどの親水化処理が施されてい
るので、体内の湿度によって曇りが生じることなく、表面の水膜が均一に形成されて、観
察窓６２ａの視野、引いては、撮像部のＣＣＤセンサ６０によって撮像される撮影視野が
明確に確保される。
　さらに、キャップ部１０２の先端縁部に複数個の光源（発光ダイオード）１２４が配置
されているので、蓋体１０４が反射鏡となってライトガイド４０から投射される光を遮っ
ても、その影が観察窓６２ａを通して撮像する画像に影響を与えないようにすることがで
きる。
　そして、光源１２４の電源となる配線や、蓋体１０４を開閉可能に連結するヒンジ部１
１４を作動するワイヤ１１６は、キャップ部１０２の内部に軸方向に沿って形成された配
線チャンネル１２６やワイヤ用チャンネル１２０内に配置されて、鉗子チャンネル７８を
使用しないので、鉗子や他の処置具のために鉗子チャンネル７８が使用可能であり、鉗子
チャンネル７８が１つの内視鏡１１でも検査対象の観察をしつつ鉗子や他の処置具による
処置をすることができ、鉗子や他の処置具の使用に制限が生じるという問題も生じない。
【００６８】
　また、先端フードには、さらに、鉗子口および鉗子チャンネルを設けてもよい。具体的
には、ワイヤ用チャンネルおよび配線チャンネルと同様に、挿入部に沿って先端フードの
フード本体から操作部近傍まで延在する鉗子チャンネルを設け、先端フードに鉗子口を形
成してもよい。
　先端フードに鉗子口および鉗子チャンネルを設けることで、鉗子口および鉗子チャンネ
ルが設けられていない内視鏡を用いる場合でも、処置具により検査対象の処置をすること
が可能になる。また、鉗子口および鉗子チャンネルが設けられている内視鏡の場合でも、
チャンネル数を増加、つまり、同時により多くの処置具を使用することが可能となる。
　このように、鉗子口および鉗子チャンネルを設けることで、処置効率、処置作業性を向
上させることができる。
【００６９】
　以上、本発明に係る内視鏡用先端フード及びそれを用いる内視鏡ユニットについて詳細
に説明したが、本発明は、以上の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸
脱しない範囲において、各種の改良や変更を行ってもよい。
【００７０】
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　例えば、本実施形態では、取付部と開閉部の両方を透明にしたが、少なくとも挿入部の
延在方向において内視鏡の挿入部の観察窓よりも先端側の部分（つまり、観察窓よりも挿
入部の基端部から離れている側の部分）を透明にすればよく、その他の部分、例えば取付
部は、着色されていてもよい。
　また、上記実施形態では、蓋体は、閉止時に透明状態、すなわち透視状態、開放時に鏡
面反射状態となるように構成されているが、本発明はこれに限定されず、蓋体の状態や、
蓋体の開閉状態にかかわらず、任意に透明状態および反射状態を切り換えられるように構
成しても良い。
【００７１】
　また、本発明では、汎用性を高くすることができ、用途に応じて使用できるため、内視
鏡用先端フードを内視鏡に対して着脱可能にしたが、内視鏡用先端フードと内視鏡とを一
体としてもよい。つまり、フード本体、反射鏡、角度調整機構等を内視鏡に内蔵させた内
視鏡ユニットとしてもよい。このように内視鏡と内視鏡用先端フードとを一体にすること
で、ワイヤや、配線部を内視鏡の挿入部内に内蔵させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の内視鏡用先端フードを備える内視鏡ユニットの一実施形態の概略構成を
示す斜視図である。
【図２】図１に示す内視鏡ユニットの内視鏡の挿入部の先端部の概略構成を示す斜視図で
ある。
【図３】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ図１に示す内視鏡ユニットの内視鏡用先端フー
ドの一実施例の概略構成を示す正面図および側面図である。
【図４】図３（Ａ）に示す先端フードの蓋体開放時のIV－IV線断面図である。
【図５】（Ａ）および（Ｂ）は、それぞれ本発明の内視鏡ユニットの一実施例の概略構成
を示す正面断面図および側面図である。
【図６】図５（Ａ）に示す内視鏡ユニットにより検査対象を観察している状態を模式的に
示す部分断面図である。
【符号の説明】
【００７３】
　　１０　内視鏡ユニット
　　１１　内視鏡
　　１２　挿入部
　　１４　操作部
　　１６　コネクタ
　　１８　ユニバーサルコード
　　２２　先端部
　　２４　アングル部
　　２６　軟性部
　　２８　外皮
　　５６　ビデオコネクタ
　　６０　ＣＣＤセンサ
　　６２　レンズ部(レンズ）
　　６２ａ　観察窓
　　６４　プリズム
　　６８　処理基板
　　７０　データケーブル
　　７２　送気／送水口
　　７４、８２　鉗子口
　　７６　ライトガイド
　　７８　鉗子チャンネル
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　　８０　送気／送液チャンネル
　　８１　凹部
　　８４　吸引ボタン
　　８６　送気／送水ボタン
　　８８　ＬＲツマミ
　　９０　ＵＤツマミ
　１００　内視鏡用先端フード（先端フード）
　１０２　キャップ部
　１０３　凸部
　１０４　蓋体
　１０６　蓋体開閉機構
　１０８　照明機構
　１１０　取付部
　１１２　開閉部
　１１４　ヒンジ部
　１１６　ワイヤ
　１１８　ワイヤカバー
　１２０　ワイヤ用チャンネル
　１２２　牽引操作部
　１２４　発光ダイオード
　１２６　配線チャンネル
　１２８　配線カバー
　１３０　電源

【図１】 【図２】
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